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公布された条例等のあらまし

（規則第44号）◇島根県物品等調達規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 指定消耗品の購入単価及び購入先の決定は、総務事務センター長が行うこととした。（第２条第２号・第８条・

第９条関係）

⑵ 共通経費の契約金額及び契約先の決定並びに支払は、総務事務センター長が行うこととした。（第２条第７号・

第22条関係）

２ 施行期日

平成24年４月１日から施行することとした。

規 則

島根県物品等調達規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第44号

島根県物品等調達規則の一部を改正する規則

島根県物品等調達規則（平成13年島根県規則第41号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「、隠岐支庁長、県民センター所長又は県民センター各事務所長（以下「総務事務センター長等」とい

う。）」を削り、同条第７号中「総務事務センター長等」を「総務事務センター長」に改める。

第８条中「総務事務センター長等」を「総務事務センター長」に改める。

第９条の見出し中「変更」の次に「並びに購入実績の通知」を加え、同条第１項及び第２項中「総務事務センター長

等」を「総務事務センター長」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 総務事務センター長は、指定消耗品（総務事務センター長が別に定めるものを除く。）の毎月の購入実績を関係する

本庁等又は部局の長に通知するものとする。

第22条中「総務事務センター長等」を「総務事務センター長」に改める。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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